
 

                                   

 
 
 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づき財政的援助団体

等監査をし，同条第９項の規定により，次のとおり監査の結果に関する報告を決定したの

で公表する。 
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財政的援助団体等監査の結果に関する報告 

 

１ 実施方針 

各団体が出資等の目的に沿って事業運営を行っているか，関係法令等に準拠した適切な

会計処理がなされているかなどについて，監査を実施する。 

（１）県出資団体 

団体は出資の目的に沿った事業運営が行われているか，事業は計画的，効率的に行

われ財務の健全性が保たれているか，会計処理及び財産管理は規定等に従って適正に

行われているかなどについて監査を実施する。 

（２）補助金等交付団体 

補助事業等はその目的に沿って適正に行われているか，補助金等の使途は適正かな

どについて監査を実施する。 

また，補助事業全体をとおして事業の効率性，有効性等を検証する。 

（３）公の施設の指定管理者 

施設の管理は基本協定に従って適正に実施されているか，施設の維持管理は適正に

行われているかなどについて監査を実施する。 

 

２ 監査の対象団体 12 団体 

団体名 出資金，補助金等，指定管理の内容 

公益財団法人茨城県開

発公社 

○出資金 

・県出資金                      

50,000,000 円 

（所管課：産業戦略部立地推進局産業基盤課） 

○補助金等 

・茨城空港航空貨物取扱施設整備資金貸付金     

2,661,920,000 円 

・茨城空港旅客ターミナルビル整備資金貸付金      

17,646,000 円 

（所管課：政策企画部交通局空港対策課） 

・いばらき木づかい環境整備事業費補助金          

10,000,000 円 

（所管課：農林水産部林政課） 

○指定管理 

・茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ

「鵜の岬」                                              

0 円 

（所管課：営業戦略部観光物産課） 



 

                                   

茨城県道路公社 ○出資金 

・県出資金                      

8,308,800,000 円 

（所管課：土木部道路維持課） 

○補助金等 

・茨城県道路公社長期貸付金                     

907,000,000 円 

・損失補償限度額                            

1,100,000,000 円 

（所管課：土木部道路維持課） 

社会福祉法人茨城県社

会福祉協議会(注) 

○補助金等 

・日常生活自立支援事業費補助金          

91,557,573 円 

（所管課：保健福祉部地域ケア推進課） 

・茨城県社会福祉協議会運営費補助金        

79,912,256 円 

・生活福祉資金貸付事務費補助金          

14,172,000 円 

・茨城県ボランティアセンター活動事業費補助金    

3,156,000 円 

・民間社会福祉施設整備借入金利子補給費補助金   

61,500,000 円 

・福祉サービス苦情解決事業費補助金        

18,134,532 円 

・介護福祉士修学資金等貸付制度事業補助金     

6,645,770 円 

（所管課：保健福祉部福祉指導課） 

・茨城わくわくセンター運営費補助金        

37,958,875 円 

（所管課：保健福祉部健康長寿福祉課） 

・保育士就学資金等貸付事業補助金         

26,737,343 円 

（所管課：保健福祉部子ども政策局子ども未来課） 

・児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金 

1,368,514 円 

（所管課：保健福祉部子ども政策局青少年家庭課） 

○指定管理  

・茨城県総合福祉会館              

114,833,909 円 

（所管課：保健福祉部福祉指導課） 

公益財団法人筑波メデ

ィカルセンター 

○補助金等 

・防災訓練等参加事業費補助金                  

49,000 円 

（所管課：保健福祉部厚生総務課） 

・地域がんセンター運営費補助金             

14,000,000 円 

・がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金         

9,309,000 円 

・感染症指定医療機関施設・設備整備費等補助金     5,940,000

円 



 

                                   

・感染症指定医療機関運営事業費補助金       

1,637,000 円 

・公的病院等特殊医療運営事業費補助金       

8,988,000 円 

（所管課：保健福祉部疾病対策課） 

・救命救急センター運営費補助金            

96,961,000 円 

・小児救急医療拠点病院運営助成費補助金        

35,926,000 円 

・救急告示医療機関等運営費補助金            

5,156,940 円 

・救急医療未回収医療費補てん補助金           

2,404,709 円 

（所管課：保健福祉部医療局医療政策課） 

・看護師特定行為研修推進事業補助金         

600,000 円 

・臨床研修費等補助金（医師）           35,795,000

円 

・新人看護職員研修事業補助金                

1,605,000 円 

・病院内保育所運営費補助金                 

9,501,000 円 

（所管課：保健福祉部医療局医療人材課） 

茨城県土地改良事業団

体連合会 

○補助金等 

・土地改良事業推進対策補助金               

5,926,122 円 

・県単土地改良事業補助金                

14,760,000 円 

・土地改良施設維持管理適正化事業補助金        

155,730,000 円（所管課：農林水産部農地局農村計画課） 

・土地改良換地等強化事業補助金             

2,220,000 円 

・土地改良負担金償還平準化事業利子補給補助金     

1,616,720 円 

（所管課：農林水産部農地局農地整備課） 

茨城県中小企業団体中

央会 

○補助金等 

・中小企業連携組織対策事業費補助金          

116,611,855 円 

・組合振興費補助金                     

4,328,394 円 

（所管課：産業戦略部中小企業課） 

茨城県中学校体育連盟 ○補助金等 

・茨城県中学校体育連盟補助金              

28,843,601 円 

（所管課：教育庁学校教育部保健体育課） 

公益財団法人日立メデ

ィカルセンター 

○補助金等 

・看護師等養成所運営費補助金（看護学科）     10,776,000

円 

・看護師等養成所運営費補助金（准看護学科）     9,952,000

円 



 

                                   

（所管課：保健福祉部医療局医療人材課） 

株式会社つくば研究支

援センター 

○出資金 

・県出資金                         

513,350,000 円 

（所管課：産業戦略部技術振興局技術革新課） 

○指定管理  

・つくば創業プラザ                         

0 円 

（所管課：産業戦略部技術振興局技術革新課） 

一般財団法人茨城県住

宅管理センター 

○出資金 

・県出資金                              

3,000,000 円 

（所管課：土木部都市局住宅課） 

○指定管理  

・茨城県県営住宅（つくば市以外）            1,366.089,950

円 

（所管課：土木部都市局住宅課） 

・茨城県県営住宅（つくば市内）                83.889,275

円 

（所管課：土木部都市局住宅課） 

特定非営利活動法人日

本スポーツ振興協会 

○指定管理  

・県西生涯学習センター                     

136.359,000 円 

（所管課：教育庁総務企画部生涯学習課） 

   (注) 社会福祉協議会は，補助金等と指定管理で２件としている。なお，出資金がある場

合は他の項目があっても１件としている。 

 

３ 監査実施期間 

平成 31 年 3 月 1日から平成 31 年 3月 31 日まで 

 

 ４ 監査対象年度 

   平成 30 年度 

        

 ５ 監査結果の取扱基準 

事務事業の執行に著しく適正を欠き，是正又は改善を求める必要があると認められる事

項については指摘事項とし，指摘には該当しないが，的確な事務の執行等を促す必要があ

ると認められる事項については注意事項とする。 

 

６ 監査の結果             

指摘及び注意に該当する事項は認められなかった。 

 


